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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月4日(2020.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品であって、
　第１の主面及び両端部を有する第１の基材であって、前記両端部が第１の端部及び第２
の端部を含む、第１の基材と、
　前記第１の主面の少なくとも一部の上にコーティングとして配置されているプロセスイ
ンジケータであって、グルタルアルデヒド、オルトフタルアルデヒド、過酸化水素、ペル
オキシ酢酸、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される少なくとも１つの液状消
毒剤と反応することができるプロセスインジケータと、を備え、
　流路が、前記プロセスインジケータの一部によって形成され、前記両端部の間に延びて
おり、
　流路が、前記第１の端部から前記第２の端部を通る消毒剤の流体経路を画定する、物品
。
【請求項２】
　前記流路の第１の壁が、前記プロセスインジケータの一部によって形成される、請求項
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１に記載の物品。
【請求項３】
　第１の主面を有する第２の基材を更に備え、流路が、前記第２の基材の前記第１の主面
の一部によって更に形成される、請求項１に記載の物品。
【請求項４】
　前記流路の第２の壁が、前記第２の基材の前記第１の主面の一部によって形成される、
請求項３に記載の物品。
【請求項５】
　前記プロセスインジケータが、前記第１の基材と前記第２の基材との間に挟まれている
、請求項３に記載の物品。
【請求項６】
　前記第２の基材が、高精細表面である、請求項３に記載の物品。
【請求項７】
　間隔要素を更に備え、前記間隔要素が、前記プロセスインジケータと前記第２の基材と
の間に挟まれている、請求項３に記載の物品。
【請求項８】
　前記第１の基材が、少なくとも第１の長手方向面を有し、前記第２の基材が、前記第１
の基材の前記第１の長手方向面によって画定される少なくとも１つの領域を介して、前記
第１の基材の少なくとも一部に固定され、前記領域が、前記第１の基材の幅の３０％以下
の距離によって更に画定される、請求項３に記載の物品。
【請求項９】
　前記第１の基材が、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムである、請求項１
に記載の物品。
【請求項１０】
　消毒剤がそこを通って流れるときに流出物が生じる滅菌デバイス内に、医療用デバイス
を配置すること、
　前記流出物の一部内に、請求項１に記載の物品を配置することと、
　前記消毒剤を前記プロセスインジケータと接触させること
を含む方法であって、前記消毒剤を前記医療用デバイスと接触させるのに、所定の消毒剤
曝露基準が存在する、方法。
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